
事件の番号 件 名 議決の結果 議 決 の 理 由

人事院規則の一部改正の趣旨を踏まえ、職

員の育児休業制度の充実を図るため、所要

の整備を行うものであり、妥当なものと認

めた。

地方税法の一部改正に伴い、上場株式等の

配当所得等に係る課税方式の見直しその他

所要の整備を行うものであり、妥当なもの

と認めた。

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等

を定める省令の一部改正に伴い、不均一課

税の適用期間の延長等を行うとともに、そ

の他所要の整備を行うものであり、妥当な

ものと認めた。

公職選挙法施行令の一部改正等に伴い、所

要の整備を行うものであり、妥当なものと

認めた。

原 案 可 決

原 案 可 決

地域再生法に規定する地
方活力向上地域における
固定資産税の不均一課税
に関する条例中一部改正
の件

総 務 財 政 委 員 会 審 査 報 告 書

  本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したから、会議規則第１０９条の規

定により報告します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　総務財政委員長  芥　川　貴久爾 

宇部市職員の育児休業等
に関する条例中一部改正
の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和４年(2022年)９月２６日

  宇部市議会議長  河　崎　　　運    様

記

議 案
第 ７ ０ 号

原 案 可 決

原 案 可 決

議 案
第 ７ ２ 号

議 案
第 ７ ３ 号

宇部市議会議員及び宇部
市長の選挙における選挙
運動の公費負担に関する
条例中一部改正の件

議 案
第 ７ １ 号

宇部市税賦課徴収条例等
の一部を改正する条例制
定の件


